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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年２月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２６年８月３日（日） １３時０５分ごろ 

発生場所 山梨県富士河口湖町河口湖 

 富士河口湖町所在のう
．
の
．
島西南西方４４０ｍ付近 

（概位 北緯３５°３０.７′ 東経１３８°４４.３′） 

事故調査の経過  平成２６年８月１４日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ プレジャーモーターボート ベルソン５２号、１.５トン 

   ２３５－５１１６２山梨、株式会社ベルソン 

   ５.９６ｍ（Lr）×２.２６ｍ×１.０９ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、１１０.３０kＷ、平成２６年４月 

Ｂ 遊覧船 ＧＡＩＥＮ
ガ イ エ ン

、５トン未満  

   ２３０－１２３６４山梨、個人所有 

   ４.３７ｍ（Lr）×１.９５ｍ×０.８５ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、９５.６２kＷ、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 女性 ３４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 平成２５年４月２５日 

    免許証交付日 平成２５年４月２５日 

           （平成３０年４月２４日まで有効） 

  同乗者Ａ 男性 ６３歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士 

    免許登録日 平成２６年６月２０日 

    免許証交付日 平成２６年６月２０日 

           （平成３１年６月１９日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ８０歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和４９年１２月２０日 

    免許証交付日 平成２６年３月１７日 

           （平成３１年１０月２５日まで有効） 

 死傷者等 なし 
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 損傷 Ａ なし 

Ｂ 右舷外板に擦過傷 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、同乗者Ａほか３人の同乗者を乗

せ、船長Ａが、操縦免許を所持しているものの、操縦経験が少ない同

乗者に操縦を教える目的で、平成２６年８月３日１２時５５分ごろ、

富士河口湖町所在のマリーナ（以下「本件マリーナ」という。）の桟

橋を出発した。 

 船長Ａは、Ａ船の右舷側に設置された操縦席の左舷側の後方を向い

た座席に膝で立った状態で船首方を向き、操船の補助をしながら同乗

者に交替でＡ船の操縦をさせて航行し、同乗者Ａが操縦してう
．
の
．
島西

南西方沖を北東進していた際、左舷船首方より接近して来るＢ船を認

めた。 

 船長Ａは、Ｂ船と左舷対左舷ですれ違うと思っていたところ、Ｂ船

が左転を始めたので衝突のおそれを感じ、同乗者Ａの脇から操縦ハン

ドルを握って右舵を取ったものの、１３時０５分ごろＡ船の左舷側外

板とＢ船の右舷側外板とが衝突した。 

 Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、乗客４人を乗せ、１３時００分

ごろ富士河口湖町船津浜所在の桟橋を出発し、河口湖内を周遊してい

た。 

 船長Ｂは、う
．
の
．
島西南西方沖を南西進し、舵を左に取ってスロット

ルレバーを緩めて減速し、微速力前進で左回頭しながら乗客に付近の

観光案内を行っていたところ、Ｂ船とＡ船とが衝突した。 

 両船の船長は、乗船者の安否及び船体の損傷状況等を確認し、Ａ船

は本件マリーナの桟橋へ、Ｂ船は船津浜所在の桟橋へそれぞれ帰っ

た。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西、風力 ４ 

水象：波高 約０.４ｍ  

 その他の事項 

 

 船長Ａが着用していた救命胴衣には、ホイッスルが備わっていた。 

 船長Ａは、本事故時、Ａ船の船尾喫水が約０.５ｍであり、Ａ船の

右舷方の水域が浅くなっていたので、大きく避航することができない

と思った。 

 船長Ａは、本事故後、衝突するおそれがあるかどうかの判断をもっ

と早めに行い、また、衝突のおそれを感じたときに停船したり、Ｂ船

に声をかけたりすればよかったと思った。 

 船長Ｂは、本事故時、後部座席に座った乗客の方を向いて付近の観

光案内を行っており、衝突するまでＡ船に気付かなかった。 

 Ａ船及びＢ船の乗船者は、全員が救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 
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 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、河口湖のう
．
の
．
島西南西方沖において北東進中、船長Ａが、

左転してＡ船に接近して来るＢ船を認め、衝突のおそれを感じ、右舵

を取ったものの、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、河口湖のう
．
の
．
島西南西方沖において微速力前進で左転中、

船長Ｂが、後部座席に座っている乗客の方を向いて観光案内を行って

いて、見張りを適切に行っていなかったことから、左舷方を通過する

態勢のＡ船に気付かずに左転を続け、Ａ船と衝突したものと考えられ

る。 

原因  本事故は、う
．
の
．
島西南西方沖において、Ａ船が北東進中、Ｂ船が微

速力前進で左転中、船長Ｂが、後部座席に座っている乗客の方を向い

て観光案内を行っていて、見張りを適切に行っていなかったため、左

舷方を通過する態勢のＡ船に気付かずに左転を続け、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常に見張りを行うこと。 

 ・船長兼ガイドが乗客に対して観光案内等を行う場合は、周囲の安

全を確認した上で停船して行うことが望ましい。 

 ・他の船舶の意図を理解できないときは、直ちに警告（疑問）信号

を行うこと。 

 


